
太田市国際交流協会
おおたしこくさいこうりゅうきょうかい

太田市役所 〒373-8718 群馬県太田市浜町 2-35 TEL:0276-47-1111(代表) FAX:0276-47-1888
お お た し やくしょ ぐ ん ま け んお お た し はまちょう だいひょう

開庁時間: 午前8時30分 ~ 午後5時15分
かいちょうじ か ん ご ぜ ん じ ぷん ご ご じ ふん

市営住宅入居申込資格
しえいじゅうたくにゅうきょもうしこみしかく

【概要】
がいよう

○ 市営住宅は、市が住宅に困っている人のために国からの補助金を使って建てた公営住宅です。入居者
しえいじゅうたく し じゅうたく こま ひと くに ほじょきん つか た こうえいじゅうたく にゅうきょしゃ

は税金から家賃補助を受けて、安い家賃で部屋を借りることができます。
ぜいきん やちんほじょ う やす やちん へ や か

家賃の決め方や入居の資格は公営住宅法や市条例などで決められていて、一定の条件を満たしていれ
やちん き かた にゅうきょ しかく こうえいじゅうたくほう し じょうれい き いってい じょうけん み

ば、必要書類を出してもらい、空き部屋が出来次第、定期的に部屋を紹介しています。
ひつようしょるい だ あ べ や で き し だ い ていきてき へ や しょうかい

○ 入居資格
にゅうきょしかく

1 持ち家が無く、経済的理由や環境的理由で民間の賃貸住宅を借りる事が困難な事情のある人。
も いえ な けいざいてきりゆう かんきょうてきりゆう みんかん ちんたいじゅうたく か こと こんなん じじょう ひと

2 申込者は、１８歳以上の人であること。
もうしこみしゃ さいいじょう ひと

※単身者（一人）でも申し込み可能です。
たんしんしゃ ひとり もう こ かのう

3 日本国籍、又は中長期在留者もしくは特別永住者の人。
にほんこくせき また ちゅうちょうきざいりゅうしゃ とくべつえいじゅうしゃ ひと

4 市税などを滞納していないこと。（税金で建てられた住宅です）。
しぜい たいのう ぜいきん た じゅうたく

5 太田市条例に定められた収 入基準に当てはまる世帯。
お お た しじょうれい さだ しゅうにゅうきじゅん あ せたい

6 継続して職に就いており、まる1ヶ月以上の給与実績がある人。
けいぞく しょく つ かげついじょう きゅうよじっせき ひと

7 申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと。
もうしこみしゃおよ どうきょよていしゃ ぼうりょくだんいん

8 緊急時の連絡先（原則として親族）の届出書を提出できる人。
きんきゅう じ れんらくさき げんそく しんぞく とどけでしょ ていしゅつ ひと

9 指定日までに敷金（家賃３ヶ月分相当額）を払うことができる人。
し ていび しききん やちん かげつぶんそうとうがく はら ひと

10 集合住宅という環境の中で、集団生活のルールやマナーが守れる人。
しゅうごうじゅうたく かんきょう なか しゅうだんせいかつ る ー る ま な ー まも ひと

【必要な手続き】
ひつよう てつづ

○ 世帯により提出していただく書類は異なります。
せたい ていしゅつ しょるい こと

母（父）子世帯、単身などで入居を希望する場合は、本国で証明書を取る必要があります。
はは ちち こ せたい たんしん にゅうきょ きぼう ばあい ほんごく しょうめいしょ と ひつよう

※ 独身証明書・出 生 証明書・離婚・死亡の証明書等と日本語訳が必要です。
どくしんしょうめいしょ しゅっしょうしょうめいしょ りこん しぼう しょうめいしょとう に ほ ん ごやく ひつよう
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【注意点】
ちゅういてん

入居資格で注意する点
にゅうきょしかく ちゅうい てん

・ 市・県営住宅入居 中の方は、原則申込ができません。（入居資格：１）
し けんえいじゅうたくにゅうきょちゅう かた げんそくもうしこみ にゅうきょしかく

・ 本国に夫（妻）を残し、入居することはできません。母（父）子世帯で申込む場合、配偶者が死別
ほんごく おっと つま のこ にゅうきょ はは ちち こ せたい もうしこ ばあい はいぐうしゃ しべつ

または離婚が成立していないと申込ができません。（入居資格：２）
りこん せいりつ もうしこみ にゅうきょしかく

・ 単身者は、独身であること。（DV被害者等は除く）（入居資格：２）
たんしんしゃ どくしん ひがいしゃとう のぞ にゅうきょしかく

・ 分割納付では申込ができません。（入居資格：４）
ぶんかつのうふ もうしこみ にゅうきょしかく

・ 夜遅くまで騒いではいけません。（パーティーなど）（入居資格：１０）
よるおそ さわ ぱ ー て ぃ ー にゅうきょしかく

・ 住宅の敷地内でのバーベキューはできません。（入居資格：１０）
じゅうたく しきちない ば ー べ き ゅ ー にゅうきょしかく

・ ゴミの捨て方は、必ず規則を守り指定日以外に出してはいけません。（入居資格：１０）
ご み す かた かなら きそく まも し ていびいがい だ にゅうきょしかく

・ 車は決められた駐 車場へ停めて、空いている場所などに停めてはいけません。（入居資格：１０）
くるま き ちゅうしゃじょう と あ ばしょ と にゅうきょしかく

・ ペットを飼うことはできません。（入居資格：１０）
ぺ っ と か にゅうきょしかく

・ 清掃等の団地の活動に参加してください。（入居資格：１０）
せいそうとう だんち かつどう さんか にゅうきょしかく

・ このほかにも、守らなければいけないルールやマナーがあります（入居資格：１０）
まも る ー る ま な ー にゅうきょしかく

市営住宅への転入・転出の手続き
しえいじゅうたく てんにゅう てんしゅつ てつづ

【概要】
がいよう

市営住宅に住んでいる場合には、太田市営住宅条例に基づき、所定の手続きが必要です。
しえいじゅうたく す ばあい おおたしえいじゅうたくじょうれい もと しょてい てつづ ひつよう

【必要な手続き】
ひつよう てつづ

家族の人数が変わる場合には、手続きが必要です。
かぞく にんずう か ばあい てつづ ひつよう

異 動 届 ：家族が死亡したり、子供が生まれたり、家を出て行ったりした場合には、届けが必要です。
い どう とどけ かぞく しぼう こども う いえ で い ばあい とど ひつよう
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同居承認申請 ：別の所に住んでいる親族が一緒に住む場合には事前申請が必要です。
どうきょしょうにんしんせい べつ ところ す しんぞく いっしょ す ばあい じぜんしんせい ひつよう

（同居できない場合があります）
どうきょ ばあい

承継承認申請：名義人が離婚したり、死亡したりして部屋を承継（そのまま引き続き借りる）する場合に
しょうけいしょうにんしんせい めいぎにん りこん しぼう へ や しょうけい ひ つづ か ばあい

は手続きが必要です。（承継できない場合があります）
てつづ ひつよう しょうけい ばあい

【注意点】
ちゅういてん

・ 住んでいる人全員の所得で家賃を決定するため、手続きすることで家賃が変わる場合があります。
す ひとぜんいん しょとく やちん けってい てつづ やちん か ばあい

・ 手続きをしないと不正入居となってしまい、世帯全員出て行ってもらう場合があります。
てつづ ふせいにゅうきょ せたいぜんいん で い ばあい

・ 届け出や申請がない場合には、正しい家賃の計算が出来なくなり、高い家賃を払わなければならない場合
とど で しんせい ばあい ただ やちん けいさん で き たか やちん はら ばあい

があります。

・ 申請しても、入居資格を満たしていなければ、入居の許可はできません。
しんせい にゅうきょしかく み にゅうきょ きょか

・ 住所の異動は、必ず入居許可後にしてください。
じゅうしょ いどう かなら にゅうきょき ょ か ご

・ 母国にいる家族が、日本の入国手続きのために市営住宅に住所登録する場合にも、事前に相談してく
ぼこく かぞく にほん にゅうこくてつづ しえいじゅうたく じゅうしょとうろく ばあい じぜん そうだん

ださい。

・ 手続きによって必要書類が違いますので、市役所９階の市営住宅窓口までお問い合わせください。
てつづ ひつようしょるい ちが し やくしょ かい しえいじゅうたくまどぐち と あ

市営住宅の収 入申告
しえいじゅうたく しゅうにゅうしんこく

【あらまし・概要】
がいよう

市営住宅の家賃は計算方法が決まっていて、主に入居者の収 入によって変わります。そして、毎年６月
しえいじゅうたく やちん けいさんほうほう き おも にゅうきょしゃ しゅうにゅう か まいとし がつ

から７月の間に収 入の申告をしてもらって、家賃を決めるので、毎年家賃が変わります。
がつ あいだ しゅうにゅう しんこく やちん き まいとしやちん か

【必要な手続き】
ひつよう てつづ

収 入の申告の方法ですが、「収 入に関する申告書」に住所氏名などを書いて、収 入の証明書（市役所
しゅうにゅう しんこく ほうほう しゅうにゅう かん しんこくしょ じゅうしょしめい か しゅうにゅう しょうめいしょ し やくしょ

で発行される所得課税証明）を添付、又はマイナンバーを記入して、期限内に出してください。
はっこう しょとくかぜいしょうめい てんぷ また ま い な ん ば ー きにゅう きげんない だ
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【注意点】
ちゅういてん

「収 入 に関する申告書」を出さなかったり、税未申告者が家族にいる場合は、家賃が民間賃貸住宅並みとなりま
しゅうにゅう かん しんこくしょ だ ぜいみしんこくしゃ かぞく ばあい やちん みんかんちんたいじゅうたくな

す。

※民間賃貸住宅並みの家賃とは市営住宅の標 準家賃の大体２～４倍です。
みんかんちんたいじゅうたくな やちん しえいじゅうたく ひょうじゅんやちん だいたい ばい

市営住宅返還手続き
しえいじゅうたくへんかんてつづ

【概要】
がいよう

○ 市営住宅を出るときは、修理と掃除をし、立会検査を受けなければなりません。
しえいじゅうたく で しゅうり そうじ たちあいけんさ う

【必要な手続き】
ひつよう てつづ

○ 引越しの１５日前までに「市営住宅返還届」を出さなければいけません。
ひっこ にちまえ しえいじゅうたくへんかんとどけ だ

窓口へ来るときは、印鑑と金融機関の通帳のコピーを持ってきてください。
まどぐち く いんかん きんゆうきかん つうちょう こ ぴ ー も

【注意点】
ちゅういてん

・ 入居者の負担で専門の業者にお願いをして、畳の表替え、襖・障子の貼り替え（すべて）をしてもら
にゅうきょしゃ ふたん せんもん ぎょうしゃ ねが たたみ おもてが ふすま しょうじ は か

ってください。その他、壊してしまったものがある場合は修理してもらってください。
ほか こわ ばあい しゅうり

・ 入居時に渡された玄関鍵（元鍵）を全て無くしてしまった場合は、シリンダー交換をして、新しい鍵を
にゅうきょ じ わた げんかんかぎ もとかぎ すべ な ばあい し り ん だ ー こうかん あたら かぎ

作ってください。
つく

・ 引越しの時に出るゴミの処分は、規則を守ってください。他の入 居者へ迷惑が掛からないようにしてください。
ひっこ とき で ご み しょぶん きそく まも ほか にゅうきょしゃ めいわく か

・ 立会検査をしないと家賃を止めることが出来ないので、修理・掃除などが終わり次第検査を受けてください。
たちあいけんさ やちん と で き しゅうり そうじ お しだいけんさ う

修理･掃除が不完全ですと検査不合格になり、修理完了後まで家賃と共益費が掛かります。
しゅうり・そうじ ふかんぜん けんさふごうかく しゅうりかんりょうご やちん きょうえきひ か

・ 退去後に出国する場合は、通常の流れと変わる場合がありますので早めの手続きをお願いします。
たいきょご しゅっこく ばあい つうじょう なが か ばあい はや てつづ ねが

【問合せ先】
といあわ さき

群馬県住宅 供 給公社 太田支所（太田市役所９階９２番窓口） ☎ ０２７６－３０－２０１１
ぐんまけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ おおたししょ お お た しやくしょ かい ばんまどぐち


